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➢ 【基本的な考え方】

2025年に向けた地域医療構想の更なる推進のため、医療提供体制上の課題解決に向けて、2024年度からの新たな取組

として、病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると

考えられる構想区域を推進区域及びモデル推進区域に設定した上で、区域対応方針の策定等を通じた取組の推進を図っ

ていくことが厚生労働省より示された。

• R6年度中に、推進区域対応方針を策定

各都道府県あたり１～２箇所の推進区域及び当該
推進区域のうち全国に１０～２０箇所程度の（※）モ
デル推進区域を設定する。

推進区域については、当該推進区域の地域医療
構想調整会議において、区域対応方針の策定・推
進を図る。

• R7年度は区域対応方針に基づき取組を推進する。

（※）モデル推進区域
厚生労働省においてアウトリーチの伴走支援を行う区域
（技術的支援及び財政的支援）⇒奈良県は設定なし
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「病床機能報告上の病床数と必要量の差異等」とは・・・

①：データの特性だけでは説明できない総病床数の必要量との差異

②：データの特性だけでは説明できない機能別病床数の必要量との差異

③：令和５年９月末調査において再検証対象医療機関における対応状況として検証中または検証未開始の
医療機関がある

④：その他医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性があると考えられる区域
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（１） 構想区域のグランドデザイン
（２） 現状と課題
① 構想区域の現状及び課題（課題が生じている背景等を記載）
② 構想区域の年度目標
③ これまでの地域医療構想の取組について
④ 地域医療構想の進捗状況の検証方法（地域医療構想調整会議の進め方やデータ分析方法等）
⑤ 地域の医療機関、患者、住民等に対する周知方法（地域医療構想に係る取組内容、進捗状況の検証結果等）
⑥ 各時点の機能別病床数（２０１５年、２０２３年病床機能報告、２０２５年対応方針、２０２５年必要病床数）

（３） 今後の対応方針（※：（２）を踏まえた構想区域における対応方針）
① 構想区域における対応方針
② 「①」を達成するための取組
③ 必要量との乖離に対する取組
④ 「②」および「③」による取組の結果、想定される２０２５年予定病床数

（４） 具体的な計画（今後の対応方針の工程等について記載）

推進区域対応方針に記載すべき内容について

様式例

「地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について」
令和６年７月31日付け医政発0731第１号厚生労働省医政局通知より抜粋



奈良県の考え方
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○ 推進区域（仮称）については、これまでの取組状況等を踏まえ、以下のとおり設定された。
（下記①～④で示した区域から都道府県あたり１～２箇所、設定が必要）

① データの特性だけでは説明できない総病床数の必要量との差異が特に生じている区域
② データの特性だけでは説明できない機能別病床数の必要量との差異が特に生じている区域
③ 令和５年９月末調査において再検証対象医療機関における対応状況として検証中または

検証未開始の医療機関がある区域
④ その他医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性があると考えられる区域

推進区域の設定について

R4に整理済
（下記Ⅰ）

全構想区域を対象
に取り組んでいる
（下記Ⅱ）

I. 病床の「量の検討」は概ねクリアしたことで全構想区域で合意を得ていること、また、再検証対象病院の対応方針も
合意済であることから、2025年の必要病床数との差異等について議論を行っていく予定はないため、「①」～「③」の
構想区域については、推進区域として設定しない。

II. 昨年度より、「質の向上」の取組として、本県の地域医療構想調整会議では、「今後、増加が見込まれる高齢者救急
の受入対応」について議論をおこなっており、本議題を継続して全構想区域の医療提供体制上の課題として、地域
医療構想調整会議の場で議論していく予定である。

III. 厚生労働省の通知により、各都道府県において、１～２箇所の推進区域の設定が必要なことから、「Ⅱ」で示した課
題に取り組んでいくために、近年の応需率等の推移を鑑み、「中和構想区域」を推進区域として設定する。
但し、前述のとおり医療提供体制上の課題は全構想区域共通の課題であることから、推進区域の設定にとらわれず
に、継続して全県的に本課題に対し地域の関係者と議論していく予定である。

IV. 推進区域対応方針については、全体で現在、議論を重ねている内容を反映し策定するものとする。

奈良県


